
   MAB×ICOCA 公共交通ポイント還元サービス利用規約  

 第１条（目的）  

 本規約は、住民による公共交通機関の利用を促進することを目的として、西日本旅客鉄

道株式会社（以下「 JR 西日本」といいます。）が発行する IC 乗車券（以下「 ICOCA 乗車

券」といいます。）、およびマイナンバーカードを活用し、対象となる公共交通機関（以下

「対象交通機関」といいます。）の利用額に応じて JR 西日本グループ共通ポイントサービ

スである、チャージ専用の WESTER ポイント（以下「ポイント」といいます。）を還元す

るサービス（以下「本サービス」といいます。）の利用条件等を定めるものです。  

 

 第２条（利用対象者）  

 本サービスの対象者は、本規約、「まちのヲトモパスポートサービスに関する規約」、お

よび「WESTER ポイント（チャージ専用）規約」に同意のうえ、以下の条件を満たした個

人とします。  

 （１）「滋賀県竜王町」に住民票を有すること（登録時に本人確認が必要です。）  

 （２）マイナンバーカードと認証基盤（Mobility Auth Bridge 等）による本人認証を

完了していること。  

 （３） ICOCA 乗車券を本サービスに所定の方法で登録していること  

 （４）未成年者の場合は保護者の同意を得ていること  

 

 第３条（ポイント付与対象）  

 ポイントは、別紙に定める対象交通機関を ICOCA 乗車券により利用し、かつ別紙に定  

 める対象路線上の、町内に存在する停留所で乗降した場合に限り、月単位（月の初日か  

 ら末日までの１か月間）で利用実績を集計し、所定の条件に従って付与されます。  

 対処となる支払方法は、ICOCA 乗車券の SF（ ICOCA 乗車券に記録される金銭的価値の  

 ことをいいます。）による決済に限られます。  

 定期券や他の決済手段による利用は対象外とします。  

 登録情報に誤りがあった場合、付与対象外となります。  

 

 第４条（ポイント付与額）  

 ポイントの付与率は、利用月における対象利用額の３０％とします。  



 １回あたりのポイント付与上限はポイント１，０００ポイント、 1 人あたりの月間付与

上は７，０００ポイント、年間の付与上限は８４，０００ポイントとします。  

 

 第５条（ポイントの利用）  

 本サービスにより付与されるポイントは、「チャージ専用ポイント」として ICOCA 乗車

券へのチャージ（入金）にのみ利用可能です。  

 チャージ専用ポイントは、物品購入、他サービスへの交換、現金化などには利用できま

せん。  

 チャージは所定の機器またはアプリケーションを通じて利用者が行うものとします。  

 

第６条（参加・付与の手続および時期）  

 利用者は、本サービスに参加するために、まちのヲトモパスポートを通じて以下の手続

きを完了する必要があります。  

 （１）マイナンバーカードを用いた本人確認  

 （２） ICOCA 乗車券情報の連携  

 （３）本サービスへの参加申請  

 これらすべての手続きが完了した時点で、参加資格を得るものとします。本サービスの

ポイントを受け取るには、月ごとに利用者自身が申請手続を行う必要があります。  

 申請は月単位で、対象月の利用実績についてまちのヲトモパスポートにより行うものと

します。  

 申請が行われなかった月については、ポイントの付与は行われません。  

 申請後、本サービスの運営主体による利用実績の確認を経て、原則として利用月の翌月

末頃にポイントが付与されます。  

 月１回、前月の利用実績をもとに行います。  

 なお、ポイント付与に誤りがあった場合、または訂正することが適切であると運営主体

が判断した場合は、ポイントの付与について訂正することができるものとします。  

 

第７条（禁止行為）  

 利用者は以下の行為を行ってはなりません。  

 （１）虚偽の情報による登録または申請  



 （２）他人のなりすましての利用  

 （３）不正な方法でポイントを取得・利用する行為  

 （４）その他、サービスの公正性・安全性を損なう行為  

 

 第８条（違反時の措置）  

 違反行為があった場合、運営主体は以下の措置をとることができます。  

 （１）ポイントの付与取消または失効  

 （２）利用資格の一時停止または除名  

 （３）損害賠償請求や関係機関への通報等、必要な措置  

 

 第９条（問い合わせ窓口）  

 本サービスに関する問い合わせは、以下の方法により受け付けます。  

 連絡先：竜王町役場  未来創造課（電話・メール等）  

 対応時間：平日午前８時３０分から午後５時１５分  

 （年末年始・土日祝を除きます。）  

 ※電話番号等の詳細はサービス案内ページに記載します。  

 

 第１０条（免責事項）  

 対象交通機関に起因する事由により、利用実績と付与ポイントに不整合があった場合、

運営主体はその責めを負わないものとします。  

 

 第１１条（規約の変更）  

 運営主体は、合理的な必要性がある場合、本規約を変更することがあります。  

 変更後の内容は公式ウェブサイト等に掲載することにより通知されたものとみなします。 

 

 第１２条（サービスの中止・終了）  

 予算や社会情勢等により、本サービスの全部または一部を終了または中止することがあ

ります。  

 

 第１３条（準拠法・管轄）  



 本規約の準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は運営主体の所在地を管轄する地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

   （附則）  

 本規約は、令和８年１月２０日より施行します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）  

 【対象交通機関、および対象路線および乗降場所】  

 ポイント付与対象となる交通機関とその乗車・降車地点（乗降場所）は、以下の通りで

す。  

 ・対象となる交通機関  

  チョイソコりゅうおう、近江鉄道バス  

 ・対象となる路線・乗降場所  

  チョイソコりゅうおう：全乗降場所  

  近江鉄道バス     ：岡屋線、八幡竜王線、八幡アウトレット線、野洲アウトレッ

ト線、八幡村田線の竜王町内の乗降場所  


